法1（リメイク版）
なんかみんなまじめにやっているみたいなので悲しくももう一枚作ってみる。
今回は、レジュメのまとめ。例によって読みやすい（ふざけた口調で楽しく書きます）
1． 第一回　法は必要なの？
・明確な答えは出していないが、社会目的の達成手段としては「存在価値」がある、ということです。反対語としてのアナキズムに注意。
・そのためには、法に関する気の持ちようが必要です。とりわけて、リーガルマインドと呼ばれるものです。当事者二人の間の問題にすぎないものを裁判所という一種の公的機関が行うのだから、バランスをとり、かつ冷静な視点が必要なのです。これが、いわゆる法律家は冷めているということの原因なんですね。
・自力救済の例（もう一つ参照）
2． 第二回　法・社会・国家
・社会の組織化
そもそも、なぜ、そしていつ社会が誕生したか？などは人には知りえないのですが、これを理論的に枠付けしようとしたのが、社会契約説です。
例）ホッブズ、ロック、ルソー
今回はレジュメでとりあげられているホッブズにのみ触れる。
・相対主義者。「自己保存の権利」の存在のため「万人の万人に対する闘争状態」から脱却できないと主張。ゆえに、王権に全権限をゆだねるわけです。教会勢力を排し、絶対主義の確立をになったものの、実行は失敗。
・国家の要件
１領域２国民３主権（対外、対内ともに含む）
だが、これだけでなく他国からの承認が必要。
・組織
人間は常に何かしらの組織の属しているとかんがえられえる。たとえば、大学は独自の法のようなもの（ある意味では校則のようなもの）を持つ。しかし、国内法をも超越する全人類的、普遍的組織として、国連などが存在する。
・分裂
一見して統合されていても実は分裂している組織は多い。マイノリティーや女性差別、右派左派の違いなどに着目するとわかりやすい。
方法論的個人主義…社会は個人のあつまり
方法論的集合主義…社会は個人のあつまり、プラスなにか（戦前だと神の国）
という２つのアプローチ。
・変化
電気は有体物ではないので窃盗罪にあたらない。なんてことはありません。２４５条でのちに制定されましたが、はっきりいって時代遅れの法律をどうやって現在にあわせていくのか？が問題になっている。特に、法令の趣旨を勘案してというフレーズが重要かも？
例）チャタレ夫人の恋人、有責配偶者からの離婚請求、代理母
3． 第三回　法ってな～～に？
・法は純粋か？これは自然法や万民法が存在するのか？という問題と同値。
つまり
結局のところ法は、
裁判規範？行為規範？（最近では組織規範にもなりつつある）
―＞実際のところは、両方を含む。つまり、人定法と自然法の区分は曖昧模糊としている。
・規則と法則
規則はなされるべき当為（sollen）で事実である「法則」（sein）とは区分される。結局のところ、なされるべき目標程度でしかないからこそ、守るべきだと強制する価値があるのだし、それこそが社会の安定性を作り出している。
・ゆえに、法は強制力を伴う。しかし、自然債務（義務なし）や国際法（両国の同意が必要―＞骨抜き）など、さまざまな問題が残る。
これは、
1． 法は権力規定の源だ
2． 法は正義の具現化だ
3． （２だから）法には自発的に従う
などの働きを捨象しているからという原因が読み取れる。
・宗教
（悪いが）はっきりいって超論理的。しかし、人々の行動指針になっている点では、法と同じ。むしろ、近年のアラブ各国の動きなど、法を超越するのでは？という見方さえ出ている始末である。
例）自衛官合祀問題（レジュメやシケプリ参照）
